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委員会報告第 ３ 号 

 

 

防災・災害対策等に関する調査特別委員会報告書 

 

 令和３年３月１９日第１回定例会において設置された当特別委員会が、これまで

調査した結果を下記のとおり報告する。 

 

 

令和 ５ 年 １ 月３１日  

 

 

 七飯町議会議長 木 下   敏  様 

 

 

 防災・災害対策等に関する調査特別委員会   

委員長 川 村 主 税   

 

記 

 

１ 調査の経過及び内容 

（１）令和３年３月１９日に第１回目の委員会を開催し、委員長に川村主税委員、

副委員長に田村敏郎委員をそれぞれ互選した。 

 

（２）令和３年４月１４日に第２回目の委員会を開催し、今後の調査事項について

の協議を行った。 

各委員から、七飯町地域防災計画について、防災無線の運用について、防災

マップの確認と避難所について、砂防事業等河川改修について、駒ケ岳噴火

に関する調査について等の意見があり、総務財政常任委員会の所管事務範囲

との整合性を図るため、委員長、副委員長、事務局で精査することを確認し、

委員会を閉会した。 

 

（３）令和３年５月１８日に第３回目の委員会を開催し、当特別委員会の調査事項

は、①駒ケ岳噴火に備えた管理体制について、②砂防事業を中心とした河川

事業についてと決定し、駒ケ岳噴火に備えた管理体制についての調査を優先
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的に行うことを確認した。 

（４）令和３年７月１９日に第４回目の委員会を開催し、副町長、情報防災課長の

出席を求め、提出資料に基づき①北海道駒ヶ岳火山防災協議会の活動につい

て、②駒ヶ岳火山に対応した避難計画について、③地震センサーに関する資

料について、④災害時の避難ルートの確保についての説明の聴取を行った。 

   委員からは、最新版の駒ケ岳火山防災ハンドブックの全戸配布時期について、 

  駒ケ岳登山時に火山噴火があった場合のシェルターの必要性について、自家用

車等の交通手段を持たない住民を避難させる手段について、住民の避難ルー

トについて等の質疑があった。 

ハンドブックは北海道駒ヶ岳火山防災協議会において現在作成中であり、令

和３年度中に全戸配布する予定となっている。シェルター等避難施設の整備

については、渡島開発期成会の要望事項として毎年関係機関へ要望しており、

令和３年度においても要望済みである。交通手段を持たない住民の避難につ

いては福祉課と連携し、対象者の把握を現在行っている。住民の避難ルート

については、北海道駒ヶ岳火山防災協議会において、今後も随時協議してい

くとの回答であった。 

   次回の委員会では、駒ケ岳の現地調査を行うことを確認し、委員会を閉会し

た。 

（５）令和３年８月２４日に第５回目の委員会を開催し、副町長、情報防災課長の

出席を求め、駒ケ岳南山腹に設置している地震センサーの現地調査を行った。 

   駒ケ岳には臨時観測点を含めて１４の常時テレメーター観測点を設け、地震

計・傾斜計・監視カメラ等を設置しており、駒ケ岳南山腹７合目観測点には

深度５００メートルの地震・傾斜観測井がある。観測データは札幌の地震火

山研究観測センターに伝送され、さらに有珠火山観測所に中継されている。

観測データは札幌管区気象台にも分岐され、気象庁の火山活動監視に利用さ

れていることが現地調査で確認できた。 

   次に、当特別委員会の調査事項である砂防事業を中心とした河川事業につい

ては、今後の進捗状況を見ながら令和４年度春以降に調査すること。自然災

害等が起きた時は特別委員会として素早く現地調査を行い、対処方法を検討

することを確認し委員会を閉会した。 

 

（６）令和４年５月２０日に第６回目の委員会を開催し、土木課長の出席を求め、

砂防事業を中心とした河川事業についての聴取を行った。 

また、北海道・森町・鹿部町・七飯町で構成する北海道駒ヶ岳火山防災協議

会が令和４年５月に提出した「北海道駒ヶ岳の防災体制の強化に関する要望
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書」と七飯町・道道大沼公園鹿部線工事促進会が令和４年１月に提出した

「道道大沼公園鹿部線（軍川・上軍川地区）の整備促進に関する要望書」に

ついて内容確認を行った。 

次回の委員会では、砂防事業に関する現地調査を行うことを確認し、委員会

を閉会した。 

 

（７）令和４年８月９日に第７回目の委員会を開催し、８月８日発生の豪雨による

被害状況把握のため、副町長の出席を求め説明を受けた後、現地調査を行っ

た。 

   函館海洋気象台によると、８日の降り始め以降、１７時～２４時の間に函館

市美原で１０４．５ミリ、函館空港で１３６．５ミリの雨が降り、それぞれ

観測史上最大の雨量であった。 

町内では函館市と七飯町の境界を流れる蒜沢川が越水し、住民が自主避難を

行った。その他、函館新道七飯大川インターチェンジ付近が道路冠水による

通行止めとなり、町道への土砂流入、排水升の閉塞による住宅の床上浸水、

砂利道の洗堀及び農地における表土流出等、多数の被害状況の発生を確認し

た。 

   被害はいずれも豪雨による水害や農道等の砂利が流されている状況であり、

早急に対処しなければならない箇所については予備費で対応し、予備費で不

足する部分は専決処分による補正予算で対応し令和４年第３回定例会で報告

を受けることとした。 

   また、蒜沢川の災害復旧と維持管理に関する要望活動を渡島総合振興局函館

建設管理部に対して行うことを決定した。 

 

（８）令和４年８月２９日に第８回目の委員会を開催し、渡島総合振興局函館建設

管理部へ提出する要望書の確認を行った。また、新型コロナウイルス感染症

の感染拡大状況を踏まえて、要望は正副委員長が代表して行うことを確認し

た。 

 

（９）令和４年９月５日に当特別委員会正副委員長が町長及び議長とともに渡島総

合振興局函館建設管理部に対して、蒜沢川の災害復旧と維持管理に関する要

望活動を行った。 

   渡島総合振興局函館建設管理部からは、今後とも河川の機能が常に発揮され

るよう、計画的に河道内の樹木の伐採や堆積土砂の掘削、堤内水路の清掃を行

うなど、適切な維持管理を行っていくとの回答であった。 
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（１０）令和４年９月８日に第９回目の委員会を開催し、今後の委員会活動につい

ては、砂防事業を中心とした河川事業及び災害時の避難路として防災道路の

役割を担う道道の整備促進に関する要望活動を、北海道建設部及び渡島総合

振興局函館建設管理部に対して行うことを確認し、次回の委員会では現地調

査を行うことを決定した。 

 

（１１）令和４年９月３０日に第１０回目の委員会を開催し、土木課長の出席を求

め、道道大野大中山線の整備事業、道道大沼公園鹿部線の整備事業、久根別

川広域河川改修事業、藤城川砂防事業、水無沢川砂防事業、蒜沢川砂防事業

について現地調査を行い、次回の委員会において要望事項等について協議す

ることを確認した。 

 

（１２）令和４年１０月１４日に第１１回目の委員会を開催し、北海道建設部及び

渡島総合振興局函館建設管理部へ提出する要望書の確認を行った。また、新

型コロナウイルス感染症の感染拡大状況を踏まえて、要望活動は正副委員長

が代表して行うことを確認した。 

 

（１３）令和４年１０月２１日に当特別委員会正副委員長が町長及び議長とともに

渡島総合振興局函館建設管理部に対して、道道大野大中山線の整備促進、道

道大沼公園鹿部線の整備促進、久根別川広域河川改修事業の整備促進、藤城

川砂防事業の整備促進、水無沢川砂防事業の整備促進、蒜沢川砂防事業の整

備促進についての要望活動を行った。 

また、令和４年１０月３１日に北海道建設部に対して、同様の要望活動を行

った。 

北海道建設部及び渡島総合振興局函館建設管理部から、これまでも七飯町に

は関係団体や用地買収に係る地権者との調整等に協力頂き、感謝している。

各事業については、引き続き事業の推進に努めたい。また、事業費の確保が

第一番であることから、皆さんと一緒に色々な場面で主張していきたいので、

引き続き協力をお願いしたいとの回答があった。 

なお、個々の要望に対する回答は以下のとおりである。 

 

① 道道大野大中山線の整備促進について 

国道５号から踏切までの歩道及び現道の拡幅について、令和３年度から実施

しており、今年度は用地補償と踏切部の工事に伴うＪＲ北海道との工事協定
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を続けている。 

 

② 道道大沼鹿部線の整備促進について 

軍川・上軍川地区の歩道及び現道の整備について、令和４年度からの事業化

に向けて検討を進めている。 

 

③ 久根別川広域河川改修事業の整備促進について 

平成４年に着手し、今年度は久根別川と鳴川合流点付近の掘削などを行って

いる。 

 

④ 藤城川砂防事業の整備促進について 

平成２２年に着手し、今年度は渓流保全工などを進めている。 

 

⑤ 水無沢川砂防事業の整備促進について 

令和元年度に着手し、今年度は測量設計などを行っている。 

 

⑥ 蒜沢川砂防事業の整備促進について 

平成１１年度に着手し、今年度は測量設計などを行っている。 

 

（１４）令和５年１月１０日に第１２回目の委員会を開催し、報告書に記載する事

項の確認を行った。 

   また、土木課長より、渡島総合振興局函館建設管理部に対して令和４年９月

５日に要望した、蒜沢川の災害復旧と維持管理に関する対応について説明が

あり、令和４年９月２８日から要望箇所の整備に着手し、１１月２８日に完

了している旨の報告を受けた。 

 

（１５）令和５年１月３１日に第１３回目の委員会を開催し、令和５年第１回定例

会に提出する報告書のまとめを行った。 

 

２ まとめ 

  以上がこれまでの調査活動である。 

  当特別委員会では、駒ケ岳噴火に備えた管理体制や砂防事業を中心とした河川

事業について、計画や進捗状況、今後の予定等の聴取や現地調査を行った。 

  また、令和４年８月８日発生の豪雨により災害が発生したことから、速やかに

現地調査を行い、被害状況を把握した上で、令和４年９月５日に渡島総合振興局

函館建設管理部に対して、豪雨で被害が出た蒜沢川の災害復旧と維持管理に関す

る要望活動を行った結果、令和４年１１月２８日に災害復旧が完了している。 

次に、令和４年１０月２１日に渡島総合振興局函館建設管理部に対して、令和

４年１０月３１日に北海道建設部に対して、道道大野大中山線の整備促進、道道
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大沼公園鹿部線の整備促進、久根別川広域河川改修事業の整備促進、藤城川砂防

事業の整備促進、水無沢川砂防事業の整備促進、蒜沢川砂防事業の整備促進につ

いての要望活動を行った。 

  近年では国内各地において、火山噴火及び台風や線状降水帯と呼ばれる局地的

な豪雨などによる甚大な被害が発生していることを踏まえると、災害に強いまち

づくりに向け、より一層の取組を望むものである。 

  町においては、今後も引き続き駒ケ岳噴火に備えた管理体制や避難道路の整備

促進、河川の整備促進等について、北海道等の関係機関に対し要望していくこと

を望み、当特別委員会の活動報告とする。 

 

 

 

 

 

 


